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平成２８年３月発行 第１１２号 

日時：平成28年3月25日（金） 

13：30～15：45 

会場：すみだ女性センター 

定員：先着100名 

対象：どなたでもご参加頂けます。 

費用：無料 

申込み・問合せ：東京都生協連（遠山） 

 ＴＥＬ 03-6844-3563   

ＦＡＸ 03-6844-6845 

メール toyama@coop-toren.or.jp 

[平成２７年度 東京都と東京都生活協同組合連合会との協働事業iｎ墨田区] 

mailto:toyama@coop-toren.or.jp


 

■相談日・・・・月曜日～土曜日（土曜日は電話相談のみ）  
（日曜日・祝日・祭日・年末年始はお休みです。） 

■相談時間・・午前９時００分～午後４時３０分 
■所在地・・・・墨田区押上２-１２-７ セトル中之郷２階 

 

 

 

 

 

【相談事例】                               
＜事例１＞現在契約している大手電話会社のサービス変更だと思って話を聞

いたら、関係ない事業者との新たな契約になっていた。  

＜事例２＞契約に必要な手続きをした覚えがないのに、他の事業者への乗り

換えが完了していた。 

＜事例３＞安くなると言われて契約したのに、知らないオプションを契約さ

せられて今より高くなった。 
 
 平成２７年２月から、ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本（以下、ＮＴＴという。）

が光回線サービスの「卸売」を開始しました。これにより、多くの事業者が

光回線と独自のサービスを様々な料金や契約形態で消費者に販売しています。 

 契約内容が複雑なため、消費者が光回線サービスの卸売について十分な理

解が無いままに契約して、トラブルとなった相談が増えています。 

【アドバイス】                              
  ＮＴＴから他の事業者へ乗り換えが完了すると、再度ＮＴＴに戻す場合は、

電話番号が変わることや解約料や工事代金等が発生することがあります。 

 光回線サービス契約の際は、以下の事項にご注意ください。 

 ●ＮＴＴから他の事業者に乗り換えた場合、ＮＴＴとの契約は終了します。 

 ●勧誘を受けた際は、必ず契約先の事業者・サービス名等の契約内容を確

認しましょう。 

 ●「安くなる」などと言われても、セット契約でかえって高額になる場合

があるので、現在の契約内容と比較検討しましょう。 

  
 
 

 

 

 

●東京メトロ半蔵門線・京成押上線・都営浅草線 

 「押上駅」Ａ３出口徒歩３分 

●東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」東口徒歩７分 

●区内循環バス北西部ルート「すみだ女性センター」前 

 


